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    港湾工事に伴い発生する水底土砂の判定基準の強化について（通知）

   このことについて、運輸省第三港湾建設局海域整備課長から別添写しのとおり通知がありましたので、遺
漏のないようにして適切に処理してください。
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    港湾工事に伴い発生する水底土砂の判定基準の強化について

 　「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施工令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとす
る金属等を含む廃棄物に係る判定基準巷定める総埋府令」の水底土砂の判定基準が別紙のとおり改正されよ
うとしております。
　環境庁は、９月２日に閣議（政令改正）、その直後に公布、11月１日施行（施行日までに府令改正）を予
定している模様（さらに遅れる可能性あり）です。施行された場合には、改正された基準の適用になります
が、調査期間中に事業がストップしないよう、公布されたら即座に調査発注し、施行日までには、結果を出
せるよう準備をする必要があると思慮されます。
　つきましては、貴職におかれましても調査の準備、実施方よろしくお取り計らい下さいますようお願い申
し上げます。
　なお、三島川之江港については、指定水域（環境庁長官が指定）でありますので、強熱減量（20％以下）
も実施する必要があります。



別紙
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第５条第１項に規定する埋立場所等に排出しようとする金
属等を含む廃棄物にかかわる判定基準を定める総理府令別表第１（追加・強化される項目、及び本年２月に
改正された項目）

今回改正・強化されない項目



水底土砂の海域への排出についての規制






















